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※ホームページもぜひご覧ください。 

 

 

自分も友だちも認め合い、みんなの笑顔があふれる学校に！ 

校長 廣瀬 尚美 

令和８年度も引き続き玉津小学校の校長を務めることとなりました。保護者・地域のみな

さまどうぞよろしくお願いします。昨年度は、さまざまな方々の協力を得て、子どもたちが

環境や芸術について触れて考えるなど豊かな学びや体験をすることができました。活動や取

り組みを支え、協力いただいた皆様へ感謝いたします。また、コロナ禍で中止していた縦割

り活動を実施することができ、１～６年生が話し合ったり遊んだりする活動を行い、異学年

の交流の機会を増やすことができました。６年生がリーダーシップを発揮することで、下の

学年の子どもたちは安心感や信頼感を得ることができました。 

令和８年度は、新入生 58 名を迎え、全校児童 348 名でのスタートです。

今年度も「たすけ合い まなび合い つくりあげる玉津の子」を合言葉に、

たすけ合って「うれしい」笑顔や、まなび合って「わかった、できた」笑

顔、みんなでつくりあげて「成長を実感した、やりとげた」笑顔など、そ

んな笑顔があふれる学校づくりを更に推進していきたいと考えています。

子どもたち一人ひとりの自尊感情を高めるとともに、自分も友だちも認め合える集団作りを

めざして教職員が一丸となって取り組み、子どもたちの笑顔でいっぱいの学校にしていきた

いと思います。家庭や地域、学校が連携して、みんなで玉津の子を育てていきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。玉津小学校は保護者や地域の皆様の信頼と協力、あたたかい

支援のおかげで学校運営ができています。どうぞよろしくお願いします。 

学校教育目標（めざす子ども像）  

        たすけ合い まなび合い つくりあげる玉津の子 

めざす学校像    子どもたちの笑顔があふれる学校 

 

  

① 心地のよい学級集団づくり 

・爽やかなあいさつ 

・学習規律の定着 

・多様な意見が認め合える 

集団づくり 

 ②目に美しい環境づくり 

・清掃の徹底 

・整理、整頓の徹底 

（落とし物、机・いすの整頓） 

・後片付けの徹底 

 ③耳に美しい環境づくり 

・時と場に応じた丁寧な言葉づかい 

（友だち言葉と丁寧言葉の使い分け） 

・心のこもった優しい言葉づかい 

 

玉津小学校 検 索 



■組織紹介 

新しいメンバーが加わり、気もちも新たに令和８年度がスタートしました。今年

度は、下記の体制で取り組みます。保護者や地域のみなさまのご支援・ご協力をよ

ろしくお願いします。（☆印が今年度からの、◎印が育休から復帰した教職員です。） 

校長 廣瀬 尚美   ５Ａ 吉川 有伽  ◎ 

教頭 藤田 康一郎  ５Ｂ 浦上 開   ☆ 

教務主任 寺﨑 めぐみ ６Ａ 福井 駿 

教務 大木本 保久   ６Ｂ 松本 直也  ☆ 

教務 下野 茜（平野柚乃） ことばの教室 内田 勉    

わかくさＡ 小西 鈴代 養護教諭 東郷 久美 

わかくさＢ 羽野 佐知子  事務 三好 久美子  

わかくさＣ 松山 敦子 用務事務補助員 前田 なおみ ☆   

１Ａ 城領 裕美子 ◎ 栄養教諭 駒井 隆子   

１Ｂ 梅本 華子   個に応じた少人数 村田 沙織  ☆ 

２Ａ 石原 徳雄 いきいき支援員 今井 寿子  ☆   

２Ｂ 山村 理佳 やすらぎ支援相談員 市原 優子   

２Ｃ 尾関 太亮  ☆ 英語専科教員 佐竹 桂 

３Ａ 北村 佳史 初任者研修後補充 山田 佳奈子 

３Ｂ 新谷 柚奈 ＡＬＴ ガレアス ノヴァマリー ☆ 

４Ａ 秋山 優人   ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 南  美早    

４Ｂ 大﨑 透   拠点校指導 中村 暢 

 

■日課について  ＊令和５年度からこの日課で実施しています。 

 月 火 水 木 金 

8:15～ 

 
朝の会 朝の会 朝の会 朝の会 朝の会 

8:30～ 

 
できるんじゃー 

タイム 

できるんじゃー 

タイム 8:30～9:15 

１校時 

できるんじゃー 

タイム 

読書タイム 

 

8:45～ 

 
１校時 １校時 

＊「できるんじゃータイム」では、イングリッシュや AI ドリル、基礎的な学習

に取り組みます。読書タイムは、読書の習慣化を図るために金曜日に設定し、

土日の読書に繋げます。 

 

◎下校時刻  ３年生が今年度より変更になっています。 

詳細は担任からお知らせしますが、基本は下の表の時間になります。 

下校時刻 月 火 水 木 金 

１・２年   １４：５０ １４：５０ １５：１０ １４：５０ １４：５０ 

 ３年 １４：５０ １５：４０ １５：１０ １５：４０ １４：５０ 

 ４年 ※１４：５０ １５：４０ １５：１０ １５：４０ １５：４０ 

５・６年 １５：４５ １５：４０ １５：１０ １５：４０ １５：４０ 

※４年生は月曜日にクラブがある場合は１５：４５になります。（年間 14 回の予定） 
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■１学期の主な行事予定（変更になる場合があります） 

４月 

13 日（月）給食開始 

24 日（金）⑤学習参観 学級懇談会 

５月 

７日（木）避難訓練 

15 日（金）自主活開講式 

18 日（月）～21（木）個別懇談（希望者） 

21 日（木）リレー記録会  

②低学年③中学年④高学年 

28 日（木）プール清掃（５・６年） 

＊今年度も家庭訪問ではなく、学校での希

望者の懇談にする予定です。詳細は後日

お知らせします。 

６月 

２日（火）カヤック体験（プール：5・6年） 

４日（木）守山市 JRC体育祭（６年） 

９日（火）カヤック体験（琵琶湖：６年） 

16 日（火）②学習参観 救急救命講習 

     SNS に関する研修会 

 

７月 

13 日（月）～16日（木）個別懇談（全員） 

16 日（木）給食終了 

17 日（金）終業式・大掃除 

＊１学期末は今年度も個別懇談を行いま

す。 

５年生フローティングスクール 9/18(金)・19(土)   運動会 10/22(木) 

６年生修学旅行 11/6(金)・７(土) 

 

３階 

２階 

１階 



《保護者の皆様へ》次のことについてご理解とご協力をお願いします 
■欠席等の連絡について 
・欠席の連絡は、８時までにアプリを使うか、７時 45 分～８時 15分までに電話かでの連絡をお

願いします。欠席する時や集団登校できない場合は、当日の集合時刻までに登校班の班長また

は同じ学年の友だち等に必ず連絡をお願いします。 

・８時 15分の時点で連絡がなく登校がない場合は、学校から確認の連絡をします。 

・集合時刻に間に合わず遅れて登校する場合については、安全確保のため必ず学校まで保護者の

方の付き添いをお願いします。 

・欠席した日に「お休み郵便」を届けることは行っていません。持ち物などは基本的に週予定で

の確認をお願いします。時間割や持ち物に変更がある場合は、担任から電話等で連絡をします。

本校にきょうだいがいる場合は、便り等を持ち帰ってもらう場合があります。連絡帳や連絡袋

で欠席連絡をしてくださった場合は、それらの返却が翌日以降になります。宿題についても連

絡しませんので、欠席当日の宿題は登校後に担任と相談して取り組みます。 

 
■学校の電話応対について 
・学校への電話連絡は、平日の７時 45分から 18 時 15分の間でお願いします。この時間以外は、

自動応答メッセージとなります。緊急の場合は守山市役所（583-2525）へご連絡ください。 

 

■下校後に忘れ物をとりに来ることについて 

・「放課後忘れ物を取りに来ない」を原則とします。学童を利用している児童も同様とします。翌

日必要で、その日のうちにとりに来なければならないものがある場合には、保護者同伴で、事

前に連絡をしてから取りに来ていただきますようお願いいたします。（子どもたちには、忘れ

物をしないように、帰る前に、しっかりと確認する習慣をつけるように指導をします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月になると新しい教科書が配付されます。この教科書は無償です。しかし、初めから教

科書が無償だったわけでありません。教科書が無償となった背景には、多くの人の涙と努力、

そして「何とかしたい」という熱い思いによる運動があったのです。 

1961 年、高知県でこの運動が始まりました。当時、教科書は有償で、学校に行くためには

教科書を買わなければなりませんでした。しかし、すべての人が教科書を買えたわけではあ

りません。経済的に苦しい家の子どもは、教科書を買うことができず、教科書のない状態で

学校に行かなければなりません。小学校・中学校は義務教育であり、大人は子どもに教育を

受けさせる義務があります。このことは日本国憲法第 26条に記されています。けれど、経済

的な理由で教科書を買えない家の子どもは、学校に行っても満足に教育を受けられないとい

う事実がありました。この問題は、高知県だけでなく、日本全国で起こっていました。 

教育が受けられない状態を何とか変えたいと親たちが立ち上がりました。特に被差別部落

の親たちは「子どもたちにしっかりと教育を受けさせたい」と強く願っていました。そこで

憲法を学習し、「教科書が買えないから教育を満足にうけることができない。これは憲法に違

反している。」と考え、行政交渉（市役所や県庁などに行って間違っていることを伝え、よく

なるように改めてもらうこと）を行いました。最初はうまくいきませんでしたが、「すべての

子どもが安心して学校で授業を受けられるようにしてほしい。そのために教科書を無償にし

てほしい」とあきらめずに何度も訴える中で、行政も少しずつ変わってきました。部落差別

をなくそうとする人々の取組のなかでうまれた教科書無償闘争は、高知県だけでなく、大阪

府、奈良県、京都府へ広がり、さらに全国各地へと広がっていきました。 

そこで 1963年「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」が成立し、教科書

無償化が全国的に実現したのです。 

現在、当たり前のように手にしている教科書。その歴史には、多くの人の熱い思いや取組

があり、その恩恵を今の私たちが受けているのです。新たなスタートである今だからこそ、

ご家庭でも今一度考えてみてください。 
（公社）滋賀県人権教育研究会作成「人権カレンダー」参照 

差別をなくす取り組みから生まれた教科書無償化 

 


